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船
員
に
関
す
る
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
参
照
条
文 

 

○
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
法
律
第
百
十
三
号)

（
抄
） 

  
(

性
別
以
外
の
事
由
を
要
件
と
す
る
措
置)

 

第
七
条 

事
業
主
は
、
募
集
及
び
採
用
並
び
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
労
働
者
の
性
別
以
外
の
事
由
を
要
件
と
す
る

も
の
の
う
ち
、
措
置
の
要
件
を
満
た
す
男
性
及
び
女
性
の
比
率
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
実
質
的
に
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
業
務
の
性
質
に
照
ら
し
て
当
該
措
置
の
実
施

が
当
該
業
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
で
あ
る
場
合
、
事
業
の
運
営
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
措
置
の
実
施
が
雇
用
管
理
上
特
に
必
要
で
あ
る
場
合

そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
講
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 (

婚
姻
、
妊
娠
、
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等)

 

第
九
条 

事
業
主
は
、
女
性
労
働
者
が
婚
姻
し
、
妊
娠
し
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
を
退
職
理
由
と
し
て
予
定
す
る
定
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
主
は
、
女
性
労
働
者
が
婚
姻
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
が
妊
娠
し
た
こ
と
、
出
産
し
た
こ
と
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
請
求
し
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
し
た
こ
と
そ
の
他
の
妊
娠
又
は
出

産
に
関
す
る
事
由
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
理
由
と
し
て
、
当
該
女
性
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を

し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
及
び
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
労
働
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
解
雇
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
主
が

当
該
解
雇
が
前
項
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  
(

船
員
に
関
す
る
特
例)

 

第
三
十
一
条 

船
員
職
業
安
定
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
及
び
同
項
に
規
定
す
る
船
員
に
な
ろ
う

と
す
る
者
に
関
し
て
は
、
第
四
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項(
同
条
第
六
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
三

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
前
三
条
中
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
第
四
条
第
四
項(

同
条
第
六
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
三
項
に
お
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い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

中
「
労
働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
中
央
労
働
委
員
会
」
と
、
第
六
条
第
二
号
、
第
七
条
、
第
九
条

第
三
項
、
第
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
、
第
九
条
第
三
項
中
「
労
働
基
準

法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
請
求
し
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
休
業
を
し
た
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
作
業
に
従

事
し
な
か
つ
た
こ
と
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
地

方
運
輸
局
長(
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。)

」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

の
紛
争
調
整
委
員
会(
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。)

に
調
停
を
行
わ
せ
る
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
地
方
労
働
委
員
会
に
調
停
を
委
任
す
る
」
と

す
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

○
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
九
月1
日
法
律
代
百
号
）
（
抄
） 

 

（
妊
産
婦
の
就
業
制
限
） 

 

第
八
十
七
条 

船
舶
所
有
者
は
、
妊
娠
中
の
女
子
を
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

一 

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
航
海
に
関
し
、
妊
娠
中
の
女
子
が
船
内
で
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者

の
母
性
保
護
上
支
障
が
な
い
と
医
師
が
認
め
た
と
き
。 

 

二 

女
子
の
船
員
が
妊
娠
中
で
あ
る
こ
と
が
航
海
中
に
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
安
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な

作
業
に
従
事
す
る
と
き
。 

 

２ 

船
舶
所
有
者
は
、
出
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
女
子
を
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
出
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
子
が

船
内
で
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
母
性
保
護
上
支
障
が
な
い
と
医
師
が
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

３ 

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
妊
娠
中
の
女
子
を
船
内
で
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
女
子
の
申

出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
を
軽
易
な
作
業
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
八
十
八
条 

船
舶
所
有
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
子
（
以
下
「
妊
産
婦
」
と
い

う
。
）
の
船
員
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
母
性
保
護
上
有
害
な
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

第
八
十
八
条
の
二
の
二 

妊
産
婦
の
船
員
の
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
は
、
八
時
間
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

船
舶
所
有
者
は
、
妊
産
婦
の
船
員
を
前
項
に
規
定
す
る
労
働
時
間
を
超
え
て
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
出
産
後
八
週
間

を
経
過
し
た
妊
産
婦
の
船
員
が
そ
の
労
働
時
間 

を
超
え
て
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
（
妊
産
婦
の
海
員
に
あ
つ
て
は
、
第
六
十

四
条
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
母
性
保
護
上
支
障
が
な
い
と
医
師 

が
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

３ 

第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
妊
産
婦

の
海
員
（
第
七
十
二
条
各
号
に
掲
げ 

る
者
を
除
く
。
）
が
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え
て
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
七 

十
二
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第

八
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
」
と
、
第
八
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
の
二
の
二 

第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
補
償
休
日
及
び
前
条
の
割
増
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
八
条
の
二
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の
割
増 

手
当
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

第
八
十
八
条
の
三 

船
舶
所
有
者
は
、
妊
産
婦
の
船
員
に
一
週
間
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
一
日
の
休
日
（
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
与

え
ら
れ
る
補
償
休
日
を
除
く
。
）
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

妊
産
婦
の
海
員
に
係
る
第
六
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
週
間
に
お
い
て
四
十
時
間
を
超
え
る
場
合
又
は
海
員

に
一
週
間
に
お
い
て
少
な
く
と
も 

一
日
の
休
日
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
一
週
間
に
お
い
て
四
十
時
間
を
超
え
る
場

合
」
と
、
「
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
又
は
そ
の
休
日
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
」
と 

あ
る
の
は
「
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
超
過
時
間
の
合
計
八
時
間
当
た
り
又
は
少
な
く
と
も
一
日
の
休
日
が
与
え
ら
れ
な
い
一
週
間
当
た
り
一
日
を
基
準
と
し
て
、
第 

六
十
条
第
二

項
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
超
過
時
間
の
合
計
八
時
間
当
た
り
一
日
を
基
準
と
し
て
、
第
六
十
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

 

３ 

船
舶
所
有
者
は
、
出
産
後
八
週
間
を
経
過
し
た
妊
産
婦
の
船
員
が
休
日
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
（
妊
産
婦
の
海
員

に
あ
つ
て
は
、
第
六
十
四
条
第
一 

項
又
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
母
性
保
護
上
支
障
が
な
い
と
医

師
が
認
め
た
と
き
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る 
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
妊
産
婦

の
船
員
を
休
日
に
お
い
て
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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４ 

第
六
十
六
条
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
妊
産
婦
の
海
員
（
第
七
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
が
休
日
に
お
い
て
作
業
に
従
事
し

た
場
合
に
つ
い
て
、
第
六
十
七
条 

の
規
定
は
妊
産
婦
の
船
員
が
乗
り
組
む
船
舶
の
船
長
及
び
船
舶
所
有
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
の
割
増
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
の 

三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の
割
増
手
当
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
妊
産
婦
の
夜
間
労
働
の
制
限
） 

 

第
八
十
八
条
の
四 
船
舶
所
有
者
は
、
妊
産
婦
の
船
員
を
午
後
八
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
と
異
な
る
時
刻
の
間
に
お
い
て
午
前
零
時
前
後
に
わ
た
り
連
続
し
て
九
時
間

休
息
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
出
産
後
八
週
間
を
経
過
し
た
妊
産
婦
の
船
員
が
同
項
本
文
の
時
刻
の
間
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
又
は
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
休
息
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
母
性
保
護
上
支
障
が
な
い
と
医
師
が
認
め
た
と
き

は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。 

 

 


